
工事管理者・軌道工事管理者 新規 資格取得要件に関するＱ＆Ａ 

2026 年４月１日 

１．共通                                                  

Q1 「土木・建築等」とは、どこまでの工事を含みますか。                 

A1 土木・建築と機械を含みます。 

 

Q2 ＪＲ東日本以外のＪＲが認定した資格を持っています。ＪＲ東日本内で従事す

るには新規講習会を申請しなければなりませんか。                                           

A2 いいえ、ＪＲ他社が認定した資格に該当する「継続講習会」を受講し、合格す

ると新規に認定証を交付致します。ただし申請方法が通常とは異なる方法

（継続講習会を“新規扱い”で申請）になるため、まずは東京事務所へご連絡

ください。具体的な申請方法についてご案内致します。 

 

Q3 職業訓練校を修了しました。資格取得要件の大学等修了に該当しますか。                                           

A3 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）及び同施行規則で定める

職業訓練校修了で、普通課程修了であれば「大学等」に該当します。その際

は、リングスの「受講者履歴及び技術経歴書」の最終学歴に入力していただ

く、修了証の写しを添付していただくなど、「大学等」に該当することが明確

にわかるよう申請書類を作成してください。 

 

Q4列車見張員の従事経験は工事管理者の資格取得要件の土木･建築等の工事

経験として認められますか。                              

A4 列車見張員の従事経験は工事管理者の資格取得要件としては認められま

せん。             



２．工事管理者（在来線）                                       

Q1 「営近工事」とはどのような工事ですか。            

A1 ＪＲ東日本の営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）の適用範囲における

工事等です。 なお 「工事等」とは、工事及び設計等をさします。 

 

Q2 「営近工事」の対象に私鉄も含みますか。                       

A2 含みません。ＪＲ東日本の在来線が対象になりますので、私鉄・公営鉄道・第

三セクター鉄道・ＪＲ貨物は含みません。ただし JR 東日本エリア内の JR 貨

物、第三セクター鉄道は含みます。 

 

 

 

 

３．工事管理者（新幹線）                                       

Q1 「営近工事○幹」とはどのような工事ですか。                      

A1 ＪＲ東日本の営業線工事保安関係標準仕様書（新幹線）の適用範囲における

工事等です。 なお 「工事等」とは、工事及び設計等をさします。 

 

Q2 「営近工事○幹」の対象にＪＲ東日本以外の新幹線は含みますか。                     

A2 含みません。ＪＲ東日本の新幹線が対象です。 

 

 

 

 



４．軌道工事管理者（在来線）                                    

Q1 「軌道工事経験」の対象はＪＲ東日本のみですか。                      

A1 いいえ、ＪＲ東日本及びＪＲ他社の新幹線や在来線、私鉄・公営鉄道・第三セク

ター鉄道・ＪＲ貨物の軌道工事経験があれば対象になります。 

 

Q2 「営近工事」の対象に私鉄も含みますか。                     

A2 含みません。ＪＲ東日本の在来線が対象になりますので、私鉄・公営鉄道・第

三セクター鉄道・ＪＲ貨物は含みません。ただし JR 東日本エリア内の JR 貨

物、第三セクター鉄道は含みます。 

 

５．軌道工事管理者（新幹線）                                    

Q1 「軌道工事経験」の対象はＪＲ東日本のみですか。                      

A1 いいえ、ＪＲ東日本及びＪＲ他社の新幹線や在来線、私鉄・公営鉄道・第三セク

ター鉄道・ＪＲ貨物の軌道工事経験があれば対象になります。 

 

Q2 「営業線軌道工事○幹」の対象にＪＲ東日本以外の新幹線は含みますか。                     

A2 含みません。ＪＲ東日本の新幹線が対象です。 

 

 

 

その他ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。 

（一社） 日本鉄道施設協会 東京事務所 03-5846-5680 


